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本報告書は、広島県障害者自立支援協議会の専門部会である「広島県障害者差別解消支援地域

協議会」（以下「協議会」という。）における令和５年度の検討結果を報告書として取りまとめた

ものである。 

 

当協議会への付託事項は、次の項目である。 

 ○ 障害者差別解消法施行後の対応について 

 

 

◆協議会開催状況 

 

 

開催日程 議題 

第１回 

令和５年 11月２日 

（web会議） 

(1)広島県における障害者差別解消法施行後の対応状況について 

(2)各市町における障害者差別解消法に基づく取組状況について 

(3)県及び市町の相談窓口において対応した相談の状況について 

第２回 

令和６年３月１日 

（web会議） 

(1)広島県における障害者差別解消法施行後の対応状況について 

(2)各市町における障害者差別解消法に基づく取組状況について 

(3)県及び市町の相談窓口において対応した相談の状況について 

(4)協議会構成団体における障害者差別の解消に向けた取組状況について 
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第１ 広島県における障害者差別解消法施行後の対応状況について 

１．相談件数（令和６年１月末まで） 

平成 28年４月から健康福祉局障害者支援課内に専門の相談員を配置し、障害者及びその家族や

事業者等からの相談に応じるとともに、相談事例の紛争の防止又は解決を図るための関係機関との

連絡・調整等を行っている。 

令和６年１月末時点の相談件数は、前年１月末と比べて減少している。 

 

○区分                            （単位：件） 

年度 
障害を理由とする 

不当な差別的取扱い 

合理的配慮 

の不提供 
計 

令和５年度（1 月末） 4 9 13 

令和４年度（1 月末） 3 22 25 

○相談方法                                           （単位：件） 

年度 電話 面談 電子メール 手紙 ＦＡＸ 他 計 

令和５年度（1 月末） 9 4 0 0 0 0 13 

令和４年度（1 月末） 17 4 4 0 0  0 25 

○障害種別                                            （単位：件） 

年 

度 

視
覚
障
害 

聴
覚
障
害 

盲
ろ
う 

肢
体
不
自
由 

構
音
障
害 

失
語
症 

高
次
脳
機
能
障
害 

内
部
障
害 

重
症
心
身
障

害 知
的
障
害 

発
達
障
害 

精
神
障
害 

難
病 

そ
の
他 

不
明 

計 

R5 2 3 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 2 13 

R4 1 6 1 7 0 0 0 2 0 4 0 1 1 0 2 25 

※R4 年度、R5 年度ともに１月末時点の件数 

○場所                                （単位：件） 

年 
 

度 

行
政
機
関 

公
共
施
設 

交
通
機
関 

職
場 

福
祉
施
設
・
事
業
所 

医
療
機
関 

学
校
・
教
育
施
設 

ホ
テ
ル
・
旅
館 

ス
ー
パ
ー
・
小
売
店 

レ
ス
ト
ラ
ン
・
飲
食
店 

レ
ジ
ャ
ー
・
娯
楽
施
設 

金
融
機
関 

不
動
産
業
者 

警
察
・
裁
判
所 

災
害
避
難
場
所 

そ
の
他 

不
明 

計 

R5 4 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 13 

R4 6 4 2 2 4 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 25 

※R4 年度、R5 年度ともに１月末時点の件数 
 

≪対応状況≫ 

○適宜、関係機関等に情報提供するとともに、必要な対応を依頼している。 
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２ 合理的配慮の提供に関する情報提供件数（令和６年１月末まで） 

 

○情報提供件数             （単位：件） 

年度 合理的配慮の提供 

令和５年度（1 月末） 8 

令和４年度（1 月末） ７ 

 

○情報提供方法                                          （単位：件） 

年度 電話 面談 電子メール ＦＡＸ その他 計 

令和５年度（1 月末） 4 4 0 0 0 8 

令和４年度（1 月末） １ ６ 0 0 0 ７ 

 

○障害種別                                            （単位：件） 

年 

度 

視
覚
障
害 

聴
覚
障
害 

盲
ろ
う 

肢
体
不
自
由 

構
音
障
害 

失
語
症 

高
次
脳
機
能
障
害 

内
部
障
害 

重
症
心
身
障
害 

知
的
障
害 

発
達
障
害 

精
神
障
害 

難
病 

そ
の
他 

不
明 

計 

R5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 

R4 １ 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 

※R4 年度、R5 年度ともに１月末時点の件数 

 

○場所                                                 （単位：件） 

年 
 

度 

行
政
機
関 

公
共
施
設 

交
通
機
関 

職
場 

福
祉
施
設
・
事
業
所 

医
療
機
関 

学
校
・
教
育
施
設 

ホ
テ
ル
・
旅
館 

ス
ー
パ
ー
・
小
売
店 

レ
ス
ト
ラ
ン
・
飲
食
店 

レ
ジ
ャ
ー
・
娯
楽
施
設 

金
融
機
関 

不
動
産
業
者 

警
察
・
裁
判
所 

災
害
避
難
場
所 

そ
の
他 

不
明 

計 

R5 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 8 

R4 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 

※R4 年度、R5 年度ともに１月末時点の件数 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

３ 啓発活動の取組 
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障害者差別解消法に関する普及啓発を図るため、講演、会議、出前講座等により、県民、障害

福祉事業者、障害福祉団体、民間企業、市町、県職員等に対して説明や情報提供を行うととも

に、市町等に対して、啓発活動への取組を要請している。 

 

ア 令和５年度の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ヘルプマーク・ヘルプカード等の配布 

  障害のある方を支える「あいサポート運動」の取組として、義足や人工関節を使用している方、

内部障害や難病の方など、配慮や援助を必要としていることが外見からは分からない方が、周囲

に配慮を必要としていることを知らせることにより、援助が得やすくなるマークとして、東京都

が作成した「ヘルプマーク」の普及促進に取り組んだ。 

 

 

 

 

（令和６年１月現在） 

 

ウ 企業等へ訪問し、障害者差別解消法の啓発及び対応依頼 

障害者差別解消法における、不当な差別的取扱い及び合理的配慮の提供についての事例提供

を行った。 

また、職員等への研修等、周知をお願いするとともに、県民に対する適切な対応をお願いし

た。 

 

 

 

 

 訪問先 （企業・団体名） 内容 

１ 広島県立リハビリテーションセンター 
障害者差別解消法普及啓発協力 

ヘルプマーク周知協力 

あいサポート運動協力依頼 

その他合理的配慮に関する積極

的な取り組みのお願い等 

 

 

 

２ 広島電鉄株式会社 

３ 広島ハーネスの会 

４ マツダ株式会社 

５ 広島県立総合体育館 

６ 中国ジェイアールバス株式会社 

７ 広島交通株式会社 

８ 公益財団法人広島市文化財団 

９ 広島大学病院難病対策センター 

10 ひろでんまつり（福祉ブース設置） 

11 ヒューマンフェスタひろしま 

12 株式会社アルフレッサ広島支社 

13 株式会社イズミテクノ 

14 広島電鉄株式会社 

15 リーガロイヤルホテル広島 

16 かめや釣具株式会社 

17 株式会社御菓子所高木 

18 株式会社アスティ 

区 分 配布部数 

ヘルプマーク ３５,１３１ 個 

ヘルプカード ２７,７０６ 枚 

広島電鉄株式会社内 

ヘルプマーク普及 

啓発用ポスター掲示 
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第２ 各市町における障害者差別解消法に基づく取組状況について 

あいサポート運動 出前講座の様子（広島県あいサポート運動 Instagram 掲載分） 

職場における合理的配慮 知的障害の理解と支援 
車椅子の管理とメンテナンス 

（講師）斉藤氏 

ハローワークくれ 専門相談部門 

 

（講師）佐藤氏 

元知的障害者支援施設勤務 

 

（講師）中田氏 

福山医療学園 非常勤講師 

 

広島県知的障害者福祉協会 広島文化学園大学・短期大学 広島市立長束小学校 

講師：あび隊の皆さん 

あいサポート運動 出前講座の様子 

講師：清水さん 講師：あび隊の皆さん 
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１ 職員対応要領の改正状況（令和６年１月末時点）※法改正に伴うもの。（内閣府依頼） 

市町名 ①改正状況 
②：改正予定"の場合，
その時期 

策定日付（当初） 

1 広島市 改正予定 令和６年度中を予定 平成 28年 3月 24日 

2 呉市 改正予定 令和６年３月 平成 28年 2月 2日 

3 竹原市 改正予定 令和６年３月 令和 2年 3月 1日 

4 三原市 改正予定 令和６年度中 平成 28年 3月 31日 

5 尾道市 改正予定 令和６年３月 平成 28年 4月 1日 

6 福山市 改正予定 国からの通知後 平成 28年 3月 14日 

7 府中市 改正予定 令和６年３月 平成 28年 3月 15日 

8 三次市 未定 平成 28年 4月 1日 

9 庄原市 改正予定   平成 29年 4月 1日 

10 大竹市 改正予定   平成 29年 10月 20日 

11 東広島市 未定 平成 28年 4月 1日 

12 廿日市市 改正予定 時期未定 平成 28年 4月 1日 

13 安芸高田市 改正予定 時期未定 平成 28年 3月 30日 

14 江田島市 改正予定 時期未定 平成 28年 10月 1日 

15 府中町 改正予定 令和６年３月３１日 令和５年３月８日 

16 海田町 改正予定 時期未定 平成 30年 9月 1日 

17 熊野町 未定 平成 28年 4月 1日 

18 坂町 改正予定 時期未定 平成 28年 4月 1日 

19 安芸太田町 改正予定 令和６年度以降 平成 28年 12月 1日 

20 北広島町 改正予定 令和６年度中 平成 28年 7月 1日 

21 大崎上島町 未定 平成 29年 1月 1日 

22 世羅町 改正予定 令和６年度中 平成 28年 4月 1日 

23 神石高原町 未定 平成 28年 3月 10日 

 
《改正状況》 

区 分 R5.10.1 時点 R6.1 末時点 

改正済み 0 0 

改正予定 
（時期未定を含む。） 

0 17 

未定 23 6 

 

２ 障害者差別解消支援地域協議会の設置・開催状況（令和６年１月末時点） 
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市町名 ② 設置日付 ②令和５年度開催状況（予定）及び協議内容 

1 広島市 平成 28年 9月 20日 ・令和 5 年 4 月 28 日 開催 

議題１ 本市における障害者差別解消のための取組について 

議題２ 障害者差別解消法に係る相談実績・全庁取組状況に

ついて 

議題３ 広島市障害者差別解消推進条例の見直しについて 

 

・令和 5 年 11 月 16 日 開催 

議題１ 広島市障害を理由とする差別の解消の推進に関する 

     条例の改正案について 

議題２ 障害者差別解消に向けた今後の取組について 

議題３ 「みんなのお店ひろしま」の応募状況について（報告） 

2 呉市 平成 30年 7月 1日 令和 6年 3月 7日（金） 
障害を理由とする差別に関する相談及び配慮事例検
討 

3 竹原市 平成 29年 4月 1日 
自立支援協議会で対応 

令和 6年 3月 14日（実施予定） 
県及び市町の相談件数・事例、改正法等  

4 三原市 平成 30年 4月 1日 令和 5年 7月 20日開催：相談件数等報告，啓発等活
動報告，事例検討 

5 尾道市 自立支援協議会（権利
擁護部会）で対応 

2023年（令和 5年）7/14活動計画について協議 
2023年（令和 5年）11/20相談事例の共有 
2024年（令和 6年）2月開催予定 

6 福山市 平成 28年 7月 26日 
障がい者総合支援協
議会（権利擁護支援部
会）で対応 

運営会議について 
【開催】 
2023年（令和 5年）4月 20日（木），6月 29日（木），
9月 21日（木），12月 21日（木） 
【開催予定】 
2024年（令和 6年）2月 15日（木） 

7 府中市 平成 29年 3月 1日 未開催：協議会開催体制が整わなかったため 

8 三次市 平成 28年 2月 25日 
障害者支援協議会の
下部組織として差別
解消支援部会の設置
を承認 

R5.5.29 R4年度活動報告，R5年度啓発活動，災害時
の合理的配慮 
R5.9.4 出張講座報告，差別解消法改正啓発方法協議 
R5.11.13 市広報への掲載案，冊子・チラシ等の効果
的な配布について等 
R6.1.29 令和 5年度中間報告，次年度計画案出し 

9 庄原市 令和元年 11月 7日 未定 

10 大竹市 平成 29年 4月 1日 ○ワーキンググループ会議… ６月・１１月 ○障害
者差別解消支援地域協議会会議…３月予定  

11 東広島市 平成 28年 12月 28日 日程：令和 6年 3月 15日 
内容：(1)令和５年度高齢者及び障害者虐待防止の年
間取組み報告 
（２）事例紹介など 

12 廿日市市 平成 30年 1月 25日 Ｒ6.3.25開催予定 

 
 
 
 
13 安芸高田市 平成 29年 3月 1日 

自立支援協議会権利
擁護部会がその機能
を持つことで対応 

6/14…今年度の協議内容、権利擁護リーフレット作成
について、JRへの要望書回答について 
7/12…権利擁護リーフレット作成について、啓発活動
について 
11/24…安芸高田市人権啓発連続講座（「やまゆり園事
件は終わったのか？福祉を問う」）に部会として参加 
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3/16…「意思決定支援」についての研修会を開催（講
師：森木聡人氏）（予定） 

14 江田島市 平成 28年 12月 8日 
地域自立支援協議会
内の権利擁護部会に
おいて，差別解消支援
部会の設置を承認 

①令和５年７月２０日（会議） 
 関係機関からの意見交換・情報共有 
②令和５年１１月１６日 
 報告「障害者虐待防止における江田島市の実情、取
組について」 
講演「障害者福祉事業所の虐待防止について」 
③令和６年１月２５日 
 研修の振り返り、情報共有、来年度の活動方針 

15 府中町 平成 30年 2月 1日 
自立支援協議会にお
いてその機能を持つ
ことで対応 

R５年１２月５日開催（府中町地域障害者自立支援協
議会を協議の場として位置づけているが、協議する内
容がなかった） 

16 海田町 海田町地域自立支援
協議会で対応（要綱改
正 H28.4.25） 

開催日： 7月 3日，11月 6日，12月 14日，2月 22
日（予定） 
内容：障害福祉サービス等の見込量，障害福祉計画等
の計画策定に関する協議 

17 熊野町 平成 29年 2月 9日 
自立支援協議会で対
応 

令和５年９月７日（木） 
熊野町地域自立支援協議会における同時開催   

18 坂町 平成 29年 4月 1日 
自立支援協議会で対
応 

なし：地域自立支援協議会は開催しているが、差別解
消に関する議題なし 

19 安芸太田町 自立支援協議会にお
いてその機能を持つ
ことで対応 

開催未定：地域自立支援協議会において障害者差別解
消支援地域協議会機能を位置付けているが、本年度の
自立支援協議会は３月下旬に開催するものの、他の議
題もあり開催に至るかどうかは未定。 

20 北広島町 平成 28年 6月 23日
（自立支援協議会で
対応） 

令和 6年 3月 7日（金） 

21 大崎上島町 自立支援協議会で対
応 

開催なし：地域自立支援協議会において、情報共有や
対応等の意識統一が可能なため、新たな会議体を要さ
ない。 

22 世羅町 自立支援協議会（権利
擁護部会）においてそ
の機能を持つことで
対応 

開催予定日：令和６年２月 27日 
内容（予定）：障害者総合支援法及び障害者差別解消
法の改正について、県内の障害者虐待の状況につい
て、意見交換（グループワーク） 

23 神石高原町 平成 29年 4月 1日 
自立支援協議会で対
応 

令和 6年 2月 29日（木） 

 

《設置状況》 

区 分 Ｒ6.1月末時点 

設置済み 23 

  

※市町協議会の効果的な活用については、内閣府からの助言もあることから、今後も様々な 

  機会を通じて、事例検討の実施など、市町への働きかけを継続していく。 

３ 令和５年度 普及啓発等の取組 

 



10 

区分 取組内容（実施予定の取組を含む） 

広島県 ●県民，障害者団体，関連事業関係者向け出前講座の実施 
●県主催の研修において，障害者差別解消パンフレットおよびヘルプマークのチ
ラシを配布し合理的配慮の普及啓発 
●あいサポート運動企業・団体へ「あいサポート通信」による情報発信及び企業・
団体訪問 

広島市 ●市職員向け疑似体験研修（令和 5年 9月 5日知的障害者の疑似体験開催) 
●ユニバーサルマナーセミナー（令和 5年 11月 2日開催） 
●市職員向け障害者差別解消法研修（令和 6年 2～3月実施予定） 
●事業者による合理的配慮の義務化に関するポスターの作成及び配布（令和 6
年 2月配布予定） 

●広島市障害を理由とする差別の解消に向けた講演会等の開催（令和 6年 3月開
催予定） 

●市政出前講座（随時） 
●「みんなのお店ひろしま」宣言制度普及啓発活動（随時） 

呉市 ●啓発パンフレット配布 
●新入職員研修での説明 
●民生委員や市民，子ども向け出前講座を開催 

竹原市 ●ホームページによる周知 
●広報紙・自立支援協議会会議・民生委員児童委員協議会会議で周知 

三原市 ●差別解消法出前講座 
●障害者週間イベント 
 理解啓発のために街頭キャンペーン、ワークショップ、アート展、ハンドサイ
ンカフェ、映画、販売会等 
●差別解消法改正のチラシを企業訪問の際に配付 

尾道市 ●新規採用職員研修において、法の趣旨、合理的配慮について研修を実施 
●啓発パンフレットの配布 

福山市 ●市民向け出前講座の実施 
●庁内研修（新採用職員研修，新任管理者研修）での周知 
●作成した障害者差別解消法についての啓発パンフレットの配布 
●市広報誌，ホームページによる啓発 

府中市 ●窓口に啓発パンフレットを設置 
三次市 ●基幹相談支援事業所による出前講座，チラシ配布，市広報への掲載，ホームペ

ージへの掲載（予定），民生委員への研修，小学校への総合的な学習支援 
庄原市 ●啓発パンフレットの窓口設置 

●庄原市障害者福祉ハンドブックへの掲載、市ホームページによる周知 

大竹市 ●市広報による周知(年７回） 
⚫大竹市商工会議所登録企業へのパンフレット配布 

東広島市 ●新規採用職員研修の実施 
●市民向け出前講座の実施 
●啓発パンフレットの配布 
●ホームページによる啓発 

廿日市市 ●自立支援協議会を通じ、障がい当事者からの合理的配慮好事例の収集及び紹介

など 

安芸高田市 ●広報誌、ホームページへの掲載 

●障害に関する理解促進事業の実施（発達障害啓発週間における図書館特設コー

ナーの設置、市内障害者施設パネル展、市内障害者施設芸術作品展、障害者福祉

施設事業所販売会「あじさい横丁」） 

●人権擁護の研修会 

江田島市 ●令和５年６月 合理的配慮の義務化について、地域自立支援協議会定例会で説

明。●令和５年１１月 地域自立支援協議会において、障害者虐待防止に関する

研修会開催。●令和６年１月 合理的配慮の義務化について、市商工会にチラシ

を持参し、会員へ配布いただくよう依頼。●令和６年３月 合理的配慮の義務化

について、広報誌掲載予定 

区分 取組内容（実施予定の取組を含む） 
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府中町 ●窓口に啓発リーフレットを設置 
⚫町ホームページによる周知（福祉相談等） 
⚫人権のイベントにあわせて、障害の有無にかかわらず、住みよい町を目指すイ
ベントを合同で開催 

海田町 ●広報 12月号に，障害者週間とあわせて，障害者差別解消法についての記事を
掲載。 

熊野町 ●町広報紙(R5.12月号）記載 
●町ホームページへの掲載 
●図書館展示（R5.12月）における啓発 

坂町 ●・町広報誌への掲載 
●啓発パンフレットの窓口設置 

安芸太田町 ●町が発行している「障がい者福祉サービスの手引き」の中に、障害者差別解消
法の掲載ページを作り普及啓発を行っている。また、その冊子を新規手帳取得者
や希望者等に配布している。 

北広島町 ●町ホームページによる周知 
⚫町広報紙への掲載 
⚫啓発パンフレットの発行･配布 

大崎上島町 ●紙媒体（パンフレット・リーフレット等）の窓口への備置き 

世羅町 ●町広報誌への掲載 
⚫町ホームページへの掲載 
⚫啓発パンフレットの窓口設置 

神石高原町 ●町広報、HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 県及び市町の障害者差別解消法相談窓口において対応した相談件数について 

 《令和５年４月～令和６年１月の対応状況》 
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区   分 

相 談 件 数  合理的配慮の

提供（情報提供

件数） 
不当な差別的 

取扱い 

合理的配慮の 

不提供 

R5 R5 R5 R5 

広

島

県 

障害者支援課 3 （10） 1 （3） 2 （7） 4 （4） 

教育委員会 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 

公安委員会 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 

広島市 1 （9） 1 （5） 0 （4） 0 （0） 

呉市 0 （1） 0 （1） 0 （0） 0 （0） 

竹原市 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 

三原市 2 （0） 0 （0） 2 （0） 0 （0） 

尾道市 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 

福山市 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 

府中市 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 

三次市 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 

庄原市 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 

大竹市 1 （2） 1 （1） 0 （1） 0 （0） 

東広島市 1 （0） 0 （0） 1 （0） 0 （0） 

廿日市市 0 （0） 0 （0） 0 （0） 10 （13） 

安芸高田市 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 

江田島市 1 （0） 0 （0） 1 （0） 0 （0） 

府中町 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 

海田町 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 

熊野町 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 

坂町 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 

安芸太田町 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 

北広島町 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 

大崎上島町 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 

世羅町 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 

神石高原町 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 

計 9 （22） 3 （10） 6 （12） 14 （17）  

 ※（ ）内は令和５年４月～令和５年９月の間の相談実績 
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４ 協議会構成団体における障害者差別の解消に向けた取組状況について 
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【広島県身体障害者団体連合会】 
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【広島県歯科医師会】 
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【公益社団法人 広島県宅地建物取引業協会】 
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【広島弁護士会】 

 

成年後見、柔軟な仕組みに 民法改正、法制審に諮問へ 法

相 

 

 小泉龍司法相は 13 日の記者会見で、認知症や知的障害な

どで判断能力が不十分な人を支援する成年後見制度の見直

しに向けた民法改正を、15 日に開く法制審議会（法相の諮問

機関）に諮問すると発表した。 

 

 使いやすい制度とするため、後見人を柔軟に交代すること

や、利用期間を必要性に応じて決めることを可能にする仕組

みを検討する。 

 

 法相は「高齢化の進展によって成年後見制度に対するニー

ズの増加や多様化が見込まれる。現行制度はこれに的確に対

応できていないのではないか」と述べた。 

 

 成年後見は、判断能力が不十分な人に代わり、選任された
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弁護士ら後見人が財産管理や契約などを行う制度。一般的に

後見開始後は本人が亡くなるまで利用が続き、一度選んだ後

見人は原則として解任できない。関係者から「使い勝手が悪

い」と指摘されていたことから、政府は 2022 年 3 月に決定

した成年後見制度利用促進基本計画で、26 年度までに見直し

を検討する方針を示していた。 

 

 法制審では、遺産分割が終わるなど後見の必要性がなくな

れば利用を終了させる仕組みなどを話し合う。後見人につい

ては、ニーズに応じて社会福祉士などの専門家に交代可能と

する案を検討する。  

 

【教育委員会事務局】 
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参考資料１ 
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令和５年度広島県あいサポート運動企業・団体表彰について 

 

１ 要旨・目的 

平成 23年 10月から取り組んでいる「あいサポート運動」が、各地域において実践され、全県

に広がるよう、他の模範となる先導的な福祉・地域活動を行っている「あいサポート運動企業・

団体」を表彰する。 

 

２ 現状・背景 

  障害の有無に関係なく、誰もが暮らしやすい共生社会を実現するため、企業・団体に対し障害

への理解や合理的配慮の提供を呼びかけ、社会参加の障壁を取り除いていく必要がある。 

 

３ 概要  

 実施主体                 

広島県 

 

(2) 実施時期                              

  ○ 表彰式の日程等 

あいサポートアート展の入賞作品表彰式に併せて、知事表彰状を授与 

   ・ 日時：令和５年 10月 31日（火） 13時～ 

・ 場所：広島県立美術館 地下１階講堂 

 

(3) 実施内容 

先導的な取組を行っている「あいサポート運動企業・団体」に対する表彰 

 

４ 表彰企業・団体 

企 業 ・ 団 体 名 
業務の概

要 
取組開始 取  組  内  容 

ひろぎんホールディングス株式会

社 

 

（広島市中区紙屋町一丁目３番８
号） 

銀行業 令和２年 

○単なる社会参加の場ではなく、「人
生の充実感・働きがいを感じてもら
える職場づくり」を基本理念として
障がい者雇用に取り組む 

○ひろぎんビジネスサービスが特例
子会社の認定を取得（雇用の確保の
取組） 

○広島銀行では、障がい者をマネジメ
ントする職員に知識を深めてもら
うための動画を作成し、全従業員に
公開 

○スペシャルオリンピックスにボラ
ンティアとして参加 

社会福祉法人ひろしま四季の会 
 
（広島市安佐北区安佐町鈴張
2688） 

介護福祉業 平成31年 

○あいサポートアート展広告掲載 
○定期的にあいサポート運動に係る
研修を受講 

○入職時に、障害についての説明、あ
いサポートバッジの配付 

○精神障害のある方の入所受け入れ 
○施設イベント時に手話サークルコ
ンサート開催 
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公益財団法人広島市文化財団 

 

（広島市加古町４番 17号） 

文化団体 平成 18 年 

○公民館だよりを音訳し、ホームペー
ジに公開及び録音した CD の貸出
（青崎公民館） 

○点字体験と視覚障害者への理解を
深める展示の事業開催（真亀公民
館） 

○補聴器、拡大読書器、リーディング
トラッカー、コミュニケーションボ
ードを設置（全図書館） 

○職員を対象とした障害者への理解
を深める研修の実施 

 

５ 「あいサポート企業・団体」認定数 

829企業・団体（令和５年９月末現在） 

参考資料２  

令和５年度あいサポートアート展の開催について 

                     

１ 要旨・目的  

障害のある方が芸術活動への参加を通じて、生活を豊かにするとともに、県民の障害への理解

と認識を深め、障害のある方の自立と社会参加の促進に寄与することを目的として開催する。 

また、応募があった作品の中から特に優秀な作品を県知事賞等として表彰する。 

 

２ 現状・背景 

  障害のある方の中には、日頃から文化芸術活動に取り組んでいる方も多く、優れた感性や能力を持っ

ていながら、その活動が広く県民に知られていない状況にある。このため、優れた芸術作品の発掘や、

県内外への発信を通じて、誰もが等しく芸術文化を享受し、創造できる環境づくりを、より一層推進する

必要がある。 

 

３ 概要 

（1） 実施主体 

   主催：広島県 ※福山会場での開催は福山市と共催 

 

（2） 開催期間及び場所 

ア 広島会場 【入場無料】 

○ 期間：令和５年 10 月 31 日（火）～11 月５日（日） 9：00～17：00 

（ただし、11 月３日（金）は 19：00 まで） 

○ 場所：広島県立美術館 地下１階 県民ギャラリー 

※オープニングセレモニー及び表彰式：10 月 31 日（火）13：00 から講堂で実施 

イ 福山会場 【入場無料】 

○ 期間：令和５年 11 月 28 日（火）～12 月３日（日） 9：30～17：00 

（ただし、11 月 28 日（火）は 11：00 から、12 月３日（日）は 16：00 まで）  

○ 場所：ふくやま美術館 １階 ギャラリー・ホール 

※オープニングセレモニー：11 月 28 日（火）11：00 からギャラリー・ホール前で 

実施 

 

（3） 実施内容 

   障害のある方で、広島県内に在住、通勤、通学、通所されている方（グループを含む。）の

作品を募集し、美術館で展示するとともに、特に優秀な作品について表彰する。 

  ○ 展示作品 

399 点（絵画 238 点、版画４点、立体造形 67 点、陶芸 12 点、書道 58 点、工芸 20 点） 

○ 入賞作品 

区 分 氏 名 作 品 名 ジャンル 写真番号 
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広島県知事賞 波 田  英 子 欠け満ちる輪廻 絵  画 ① 

金 賞 
池 田  克 彦 フェリーの楽しい旅行 絵  画 ② 

中 曽  雄 斗 大好きな数字シリーズ 立体造形 ③ 

銀 賞 

鬼 頭  純 平 彼方への思い 絵  画 ④ 

金海 多希士 四角 書  道 ⑤ 

澁 谷  健 介 ボクシング 絵  画 ⑥ 

銅 賞 

岡 﨑  勇 樹 空色のドラゴンのティータイム 陶  芸 ⑦ 

廣 中  賢 吾 森の光り 絵  画 ⑧ 

佐々木 和徳 チューリップ 工  芸 ⑨ 

王  健 人 走れ！SL 版  画 ⑩ 

審査員特別賞 森 田  慧 夕ぐれのヨーロッパの街 絵  画 ⑪ 

※上記の入賞以外の佳作作品：30 点 

４ 関係行事(市町巡回展示) 

より多くの県民が、障害のある方が創作された芸術作品を鑑賞できるよう、入賞作品等 10 点

を県内６市町において巡回展示する。 

 

５ その他（関連情報） 

 ○ 県ホームページ（令和５年度開催案内） 

  https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/aiart/exhibition.html 

 

参考資料３ あいサポート企業・団体通信について 
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その他の参考資料及び情報提供事項一覧 

・各市町地域協議会委員名簿 
・ 障害者差別の解消の推進に関する地方公共団体への調査結果（令和５年３月 内閣府） 
・内閣府本府所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針 

・内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 

令和５年度広島県障害者自立支援協議会 障害者差別解消支援地域協議会 委員名簿 
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No 所       属 氏  名 

1 広島大学名誉教授 横藤田 誠 

2 広島県身体障害者団体連合会 副会長 川中 克幸 

3 広島県手をつなぐ育成会 会長 金子 麻由美 

4 広島県精神保健福祉家族会連合会  岡本  英登 

5 広島県視覚障害者団体連合会 会長 橘髙 則行  

6 広島難病団体連絡協議会 副会長 河中 郁典 

7 広島自閉症協会 副理事長 増谷 聡子 

8 社会福祉法人萌生会高次脳機能障害サポートネットひろしま 副理事長 本多 留美 

9 広島聴覚障害者協会 代表理事 蔵本 則彦 

10 広島県特別支援学校長会 会長 三浦 直宏 

11 広島県特別支援学校ＰＴＡ協議会 会長 宮原 美香 

12 広島県社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 小池 英樹 

13 広島県民生委員児童委員協議会 副会長 古江 由紀枝 

14 広島県身体障害者施設協議会 副会長 小谷 貴弘 

15 広島県知的障害者福祉協会 副会長 井上 一成 

16 広島障害者職業センター 所長 吉岡  治 

17 広島県医師会 常任理事 橋本 成史 

18 広島県歯科医師会 理事 川本 博也 

19 広島県看護協会 副会長 松田 尚美 

20 広島県精神科病院協会 議長 長尾 正嗣 

21 広島県商工会議所連合会 事務局長兼総務企画部長 西本 尚士 

22 広島県商工会連合会 専務理事 長谷川 信男 

23 広島県経営者協会 専務理事 中野 博之 

24 広島県生活衛生営業指導センター 専務理事 菊池 和子 

25 広島県宅地建物取引業協会 専務理事 谷峰 隆宏 

26 全日本不動産協会広島県本部 本部長 伊折 一夫 

27 広島県バス協会 専務理事 赤木 康秀 

28 広島弁護士会 弁護士 菊永 将浩 

29 広島司法書士会 会員 石樵 美子 

30 広島法務局 人権擁護部 第二課長 吉良 浩明 

31 広島労働局 職業安定部 職業対策課長 吉川 達也 

32 中国運輸局 交通政策部 バリアフリー推進課長 櫻井 克彦 

33 広島県 環境県民局 消費生活課長 岡田 和美 

34 広島県 健康福祉局 疾病対策課長 勝田  徹 

35 広島県 健康福祉局 障害者支援課  自立支援担当監  寺本 亮史 

36 広島県 商工労働局 雇用労働政策課長 長谷川 達也 

37 広島県 教育委員会管理部 総務課長 杉本  真一   

38 広島県 教育委員会学びの変革推進部 特別支援教育課長 津村 真一郎 

39 広島県 警察本部警務部 警務課長 後田 良和 

 


